
第６回 蔵王町立中学校統合準備委員会 

日時：令和５年７月６日（木） 午後７時   

場所：蔵王町ふるさと文化会館        

 

――― 次 第 ――― 

 

１．委嘱状交付（代表の方１名） 

 

２．開  会 

 

３．あいさつ    委員長  鈴 木 貴 紀 

 

          教育長  文 谷 政 義 

 

４．報  告 

  現在の進捗状況について 

 

５．議  事 

 （１）委員長及び副委員長の選任について 

 

   委員長              副委員長             

 

 （２）所属部会の確認について 

 

 （３）部会長及び副部会長の選任について・・・・ 

 

６．そ の 他 

 

７．閉会あいさつ    新委員長 

 

部会ごとに分かれて協議後に、全体会

で部会長から報告してください 



蔵王町立中学校統合準備委員会 委員名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 円田中学校父母教師会 会長 近 江 一 貴  

2 円田中学校父母教師会 会員 後 藤 智 恵  

3 宮中学校父母教師会 会長 髙 野  亨  

4 宮中学校父母教師会 副会長 森  公 宣 欠席 

5 遠刈田中学校父母教師会 会長 草 刈 正 明 欠席 

6 遠刈田中学校父母教師会 副会長 杉 山   大  

7 円田小学校父母教師会 会長 佐 藤 洋 三 欠席 

8 平沢小学校父母教師会 会長 鈴 木 貴 紀 委員長 

9 永野小学校父母教師会 会長 松 崎 正 知 副委員長 

10 宮小学校父母教師会 会長 新 貝 英 歴  

11 遠刈田小学校父母教師会 会長 富 田 康 弘  

12 永野幼稚園父母教師会 副会長 小 林 芹 香  

13 遠刈田幼稚園父母教師会 監事 新山 自美偉  

14 永野保育所保護者会 会長 佐々木 飛鳥  

15 蔵王町認定こども園保護者会 会員 大 野 美 雪  

16 東根区 区長 村 上 庄 三  

17 平沢区 区長 平 沢 一 則 欠席 

18 永野西区 区長 會 田 光 男  

19 向山区 区長 日 下 昌 宜  

20 曲竹南区 区長 我 妻 文 雄  

21 遠刈田区 区長 小 室 啓 一 欠席 

22 北山区 区長 

鈴 木  剛 

 

23 円田中学校 校長 万城目 堅也 欠席 

24 宮中学校 校長 山 下 正 人  

25 遠刈田中学校 校長 目々澤 辰悟  

26 円田小学校 校長 若 生 利 幸  

27 平沢小学校 校長 小野寺 龍哉 欠席 

28 永野小学校 校長 齋 藤 江 美  

29 宮小学校 校長 平 林   健  

30 遠刈田小学校 校長 大 槻  裕 欠席 

31 元蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会 委員長 村 上 健 久  

32 元蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会 副委員長 伊 藤 裕 康 欠席 

 



蔵王町立中学校統合準備委員会 総務部会員名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 円田中学校父母教師会 会長 近 江 一 貴  

2 遠刈田中学校父母教師会 副会長 杉 山   大  

3 宮小学校父母教師会 会長 新 貝 英 歴  

4 永野幼稚園父母教師会 副会長 小 林 芹 香  

5 蔵王町認定こども園保護者会 会員 大 野 美 雪  

6 宮中学校 校長 山 下 正 人  

7 遠刈田中学校 校長 目々澤 辰悟  

8 円田小学校 校長 若 生 利 幸  

9 元蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会 会長 村 上 健 久  

 

蔵王町立中学校統合準備委員会 学校教育部会員名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 円田中学校父母教師会 会員 後 藤 智 恵  

2 宮中学校父母教師会 会長 髙 野  亨  

3 平沢小学校父母教師会 会長 鈴 木 貴 紀  

4 遠刈田小学校父母教師会 会長 富 田 康 弘  

5 円田中学校 校長 万城目 堅也  

6 永野小学校 校長 齋 藤 江 美  

7 宮小学校 校長 平 林   健  

8 元蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会 副委員長 伊 藤 裕 康  

 

蔵王町立中学校統合準備委員会 通学環境・ＰＴＡ部会員名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 宮中学校父母教師会 副会長 森  公 宣  

2 遠刈田中学校父母教師会 会長 草 刈 正 明  

3 円田小学校父母教師会 会長 佐 藤 洋 三  

4 永野小学校父母教師会 会長 松 崎 正 知  

5 遠刈田幼稚園父母教師会 監事 新山 自美偉  

6 永野保育所保護者会 副会長 小 林 芹 香  

7 平沢小学校 校長 小野寺 龍哉  

8 遠刈田小学校 校長 大 槻  裕  
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蔵王町立中学校統合準備委員会 既存校舎部会員名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 東根区 区長 村 上 庄 三  

2 平沢区 区長 平 沢 一 則  

3 永野西区 区長 會 田 光 男  

4 向山区 区長 日 下 昌 宜  

5 曲竹南区 区長 我 妻 文 雄  

6 遠刈田区 区長 小 室 啓 一  

7 北山区 区長 鈴 木  剛  

 

 

 

蔵王町立中学校統合準備委員会 事務局名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 蔵王町 教育長 文 谷 政 義  

2 蔵王町教育総務課 課長 我 妻  敏  

3 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 室長 日 下 光 義  

4 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 次長 佐 藤 耕 造  

5 蔵王町教育総務課 係長 川 村 卓 矢  

6 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 技師 乾    恵  

7 蔵王町教育総務課 主事 大 沼 立 輝  
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４．報告  現在の進捗状況について 

 

① 施設整備の進捗状況 

 現在、敷地の造成設計及び校舎等の建築設計を進めています。 

 

【造成設計】 

最終盤に入っており、都市計画法に基づく開発許可を得るための申請を宮城県に

対して行っているところです。工事は令和５年度と６年度の２年間を予定していま

す。 

 

【建築設計】 

この委員会に情報を提供しながら進めてきましたが、昨年末までに部屋の配置等

を決める基本設計が完了し、現在は工事に必要な具体的設計である実施設計を行っ

ているところです。工事は令和７年度と８年度の２年間を予定しています。 

 

【配置図】 
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② 準備委員会での検討の進捗状況 

 

【蔵王町立中学校統合準備委員会】 

令和３年１０月２５日に第１回目の委員会を開催以降、全５回の委員会を開催して

きました。 

 

≪各回の主な内容≫ 

・第１回（R3.10.25開催）→施設整備に必要な内容のうち、建築設計にあたっての

考え方やスケジュールについて情報提供。 

 

・第２回（R3.12.17開催）→委員会のスケジュール原案の説明、及び、建築設計事

業者の選定経過について情報提供。併せて、選定された

設計事業者が作成した技術提案書について、事業者から

の説明と意見交換を実施。 

 

・第３回（R4.9.13開催）→建築設計の進捗状況説明と意見交換及び部会の設置。 

 

・第４回（R4.12.13開催）→第１回総務部会（R4.11.4開催）での協議結果を受け

た校名選定方法の基本方針について協議、及び、第１回

学校教育部会（R4.11.9 開催）での協議結果を受けた制

服の方針について協議。 

 

・第５回（R5.3.20開催）→第２回総務部会（R5.2.15開催）での協議結果を受けた

校名の募集方法及び選定方法について協議。 
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○蔵王町立中学校統合準備委員会設置要綱 

令和３年７月１日 

教委要綱第１号 

改正 令和５年２月２７日教委要綱第１号 

（設置） 

第１条 蔵王町立中学校の統合について、円滑な移行を推進するため、蔵王町立中

学校統合準備委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び調整等を行い、その結

果を教育委員会に報告する。 

（１）学校施設の開校準備及び調整に関すること。 

（２）学校の名称、校歌、校章及び校旗に関すること。 

（３）記念誌、記念事業及び記念式典等に関すること。 

（４）生徒会、PTA組織に関すること。 

（５）図書、文書、写真等の保存、移管に関すること。 

（６）教育課程、学校行事及び学級編制等に関すること。 

（７）生活指導及び交流活動等に関すること。 

（８）備品等の準備及び調整に関すること。 

（９）教材、制服及び運動着等に関すること。 

（１０）通学用バスの運行及び通学路の安全対策に関すること。 

（１１）防災施設としての利用に関すること。 

（１２）既存校舎等に関すること。 

（１３）前各号に掲げるもののほか、中学校統合に関し教育委員会が必要と認め

ること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる関係学区内の者又は組織のうちから、教育委員会が

委嘱する。 
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（１）町立中学校に在籍する生徒の保護者 

（２）町立小学校に在籍する児童の保護者 

（３）町立保育所、幼稚園及び認定こども園に在籍する幼児の保護者 

（４）地域住民の代表者 

（５）町立小学校及び中学校の職員 

（６）その他教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委員会の設置から学校統合に関する所掌事務が終了するま

でとする。ただし、委員が欠けた場合又は所属する組織の役職に異動があった場

合は後任者を委嘱するものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、

その議長となる。ただし、最初の会議は教育長が招集し、委員長が選任されるま

での間、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、原則として公開するものとする。ただし、検討する案件により、会議

に諮って非公開とすることができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は

資料の提出を求め、意見を聴くことができる。 

６ 会議で決定又は承認した事項は、広く周知するものとする。 
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（部会の設置） 

第７条 委員会に次の各号に掲げる部会を置くことができる。部会員は委員のうち

から選出し、第２条に定める事項について調査、検討及び調整を行い、その結果

を委員会に報告するものとする。 

（１）総務部会 

（２）学校教育部会 

（３）通学環境・PTA部会 

（４）既存校舎部会 

２ 部会の所掌事務は、別表のとおりとする。 

（部会の部会長及び副部会長） 

第８条 各部会に部会長及び副部会長各１人を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、各部会の会員において互選する。 

３ 部会長は、各部会を代表し会務を総理する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（部会の会議） 

第９条 部会の会議は、部会長が招集しその会議の議長となる。 

２ 会議は、非公開とする。 

３ 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者に対し会議への出席又

は資料の提出を求め、意見を聴くことができる。 

（謝礼金） 

第１０条 委員には、委員会及び部会のほか、委員長が目的達成のために必要と認

めた研修会等に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。 

（庶務） 

第１１条 委員会に関する庶務は、教育委員会において処理する。 

２ 部会の庶務は、教育委員会教育総務課及び部会において処理する。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項
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は、教育委員会が定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年教委要綱第１号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

部会名 所掌事務 

総務部会 １ 学校の名称、校歌、校章、校旗 

２ 統合学校の開校式、既存学校の閉校式 

３ 記念誌、記念事業、記念式典 

４ 学校図書、文書、写真等の整理（移管・廃棄） 

５ 歴史財産（同窓会）処遇 

６ その他必要な事項 

学校教育部会 １ 学校運営、教育内容 

２ 学校施設の開校準備及び調整 

３ 備品等の準備及び整備（移管・廃棄・購入） 

４ 教材、制服、運動着等 

５ 地域交流事業 

６ 教育課程、学校行事及び学級編制等 

７ 生徒会の事業計画 

８ 避難施設としての利活用 

９ その他必要な事項 

通学環境・PTA部会 １ PTA組織、規約等 

２ PTA役員の選出及び会計事務 

３ PTA年間事業計画及び各種行事 

４ 既存学校のPTA等会計の清算及び関連資料の整理 

５ 通学用バス運行方法（経路や時間帯、乗降場所） 
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６ 通学路の安全（防犯）対策 

７ 通学方法（徒歩、自転車、バス）の安全対策 

８ その他必要な事項 

既存校舎部会 １ 既存校舎の検討 

２ その他必要な事項 
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― メ モ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


